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札幌保健医療大学保健医療学部履修規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、札幌保健医療大学学則（以下「学則」という。）第 32 条の規定に基づ

き、授業科目（以下「科目」という。）の履修方法などに関して必要な事項を定めるものと

する。 

（科目及び単位数） 

第２条 保健医療学部（以下「本学部」という。）における科目は、学則第 22 条に規定する

「基礎教育科目」、「専門基礎科目」及び「専門科目」とする。それぞれの科目の単位数、

必修・選択科目については、学則別表１及び別表３のとおりとする。 

（卒業に必要な単位数） 

第３条 本学部において卒業に必要な単位数は、次表のとおりとする。 

（１）看護学科 

科目区分 必修単位 選択単位 

基礎教育科目 15 単位 ９単位以上 

専門基礎科目 24 単位 ３単位以上 

専門科目 73 単位 ５単位以上 

※選択必修１単位含む 

卒業に必要な単位数 112 単位 17 単位以上 

 

（２）栄養学科 

科目区分 必修単位 選択単位 

基礎教育科目 17 単位 ９単位以上 

専門基礎科目 40 単位 ４単位以上 

専門科目 49 単位 ７単位以上 

※選択必修１単位含む 

卒業に必要な単位数 106 単位 20 単位以上 

 

２ 栄養教諭一種免許取得に必要となる学則別表４に掲げる科目の単位数は、卒業に必要な

単位数には含まないものとする。 

（授業期間） 

第４条 毎学年の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め 35 週以上とする。 

（授業方法） 

第５条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらを併用

して行うものとする。 

２ 授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより多様なメディアを高度に利用して当該

授業を行う教室等以外の場所で行うことができる。 
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（履修登録の方法及び登録時期） 

第６条 履修する科目は、指定された期間に所定の様式にて履修登録をしなければならな

い。 

２ 後期のみの授業科目についても、原則として、学年初めの指定された期間に登録するも

のとする。 

３ 前項に関わらず、次の者については、後期の指定された期間に履修登録することができ

る。 

（１）前期に休学し、後期に復学する者 

（２）学則第 36 条により留学した者で、後期に本学における履修を再開する者 

（３）前期末で卒業を目指した者が、学則第 42 条の規定を満たすことができずに、後期に履

修する者 

４ 履修登録の訂正は、各期確認訂正期間に限り認めるものとする。 

（休学及び退学による履修登録の取扱い） 

第７条 履修登録後の各学期途中で休学又は退学した場合は、その開講学期に履修登録した

すべての科目を評定不能の取扱いとする。 

（科目の履修制限） 

第８条 次に該当する場合、その科目の履修を認めない。 

（１）既に単位を修得した科目 

（２）授業時間が重複する科目 

（３）休学中の場合 

（４）在籍する学年より上級学年に配当されている科目 

（５）学費未納の場合 

（履修登録単位数の上限） 

第９条 学則第 23 条第２項の規定に基づく卒業の要件として修得すべき単位数について、１

年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を看護学科は 45 単位、栄養学科は

48 単位とする。ただし、編入学をした者については、この限りではない。 

２ 栄養教諭一種免許取得に必要となる学則別表４に掲げる科目の単位数は、第１項の履修

登録単位数の上限、栄養学科の 48 単位には含まないものとする。 

３ 再履修する科目の単位数は、第１項の履修登録単位数の上限、看護学科の 45 単位、栄養

学科の 48 単位には含まないものとする。 

（公欠の取扱い） 

第 10 条 公欠とは、本学学生は、本学が認める事由によりやむを得ず授業を欠席した場合で

かつ必要な手続きを行った者について「欠席扱いとしない」取扱いをいう。 

２ 公欠とは、本学学生は、本学が認める事由によりやむを得ず授業を欠席した場合でかつ

必要な手続きを行った者について「欠席扱いとしない」取扱いをいう。 

３ 公欠扱いを許可された授業については、補講等の配慮を受けることができる。 

４ 公欠扱いを許可する回数は、各授業につき、授業実施時間数の５分の１までを原則とす

る。 

５ 公欠に該当する事由が重複し、許可する回数を超えた場合は教務委員会で審議し、公欠



3 

 

に係る補講等の受講後、当該科目の単位認定に必要な出席時間数に算入することができる。 

（公欠の事由及び期間等） 

第 11 条 前条規定の公欠が適用される事由は、次の各号とする。 

（１）災害、公共交通機関等の障害・遅延 

（２）親族の忌引き 

（３）学校保健安全法施行規則第 18 条に規定する感染症に罹患または感染のおそれによる出

席停止 

（４）裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づき、裁判員としての任務を果たす場合 

（５）大学を代表して参加する課外活動等で、学長が必要と認めた場合 

（６）その他教務委員会が必要と認めた場合 

２ 前項各号に該当する場合、学生は公欠届により届け出るものとし、公欠の期間及び手続

類等については、別表１のとおりとする。 

（天候による休講措置） 

第 12 条 天候による非常事態に伴う学生の休講措置の条件については、別に定める。 

（先修条件） 

第 13 条 履修に必要な条件として、あらかじめ単位を修得しておかなければならない科目を

別に定める。 

（試験） 

第 14 条 履修した科目については、試験を行う。試験の詳細は、札幌保健医療大学試験規程 

に定める。 

２ 次の各号の一つに該当する者は、受験資格を有しないため、「失格」の取扱いとする。 

（１）授業料その他納付金が未納の者 

（２）授業出席時間数が、その授業実施時間数の３分の２未満の者 

（成績評語） 

第 15 条 単位は、学則第 25 条に基づいて授与され、その成績評語は「秀（Ｓ）・優

（Ａ）・良（Ｂ）・可（Ｃ）・不可（Ｄ）」の５種をもって表示するものとする。 

２ 失格科目は「失格（Ｐ）」、単位認定科目は「認定（Ｎ）」、評定不能科目は「評定不

能（Ｗ）」と表示するものとする。 

（進級要件） 

第 16 条 進級要件は、別に定める。 

（看護師国家試験受験資格の取得） 

第 17 条 看護師の国家試験受験資格を取得しようとする者は、看護学科の課程を履修し、卒

業に必要な単位（129 単位）を取得しなければならない。 

（保健師国家試験受験資格の取得） 

第 18 条 保健師の国家試験受験資格を取得しようとする者は、卒業に必要な単位数の他に、

公衆衛生看護学履修生のみが履修できる全ての授業科目（「健康政策論Ⅰ」「健康政策論

Ⅱ」「保健統計学Ⅱ」「公衆衛生看護支援論Ⅰ」「公衆衛生看護支援論Ⅱ」「公衆衛生看護

対象論Ⅰ」「公衆衛生看護対象論Ⅱ」「公衆衛生看護展開論」「公衆衛生看護管理論」「公

衆衛生看護実習Ⅰ」「公衆衛生看護実習Ⅱ」「公衆衛生看護実習Ⅲ」）を取得すること。な



4 

 

お、専門基礎科目及び専門科目の選択科目のうち、「疫学」「保健医療福祉行政論」「公衆

衛生看護学概論」を修得し、合計 148 単位以上を修得しなければならない。 

２ 保健師国家試験受験資格取得のための履修希望者は、公衆衛生看護学履修生審査会で審

査し、教授会にて学長が決定する。履修希望者は、次の各号の基準をすべて満たしていなけ

れば申請することができない。 

（１）保健師への興味・関心及び学習意欲が認められること。 

（２）２年次までの必修科目の全ての単位を修得していること。 

（３）２年次までの専門科目（必修）の全科目成績評価においてＧＰＡが原則として 2.5 以

上であること。 

（４）学業生活が全般に安定し、成業の見込みがあること。 

（養護教諭二種免許の取得） 

第 19 条 養護教諭二種免許を取得しようとする者は、保健師国家試験に合格し、保健師免許

を取得していなければならない。 

２ 保健師国家試験受験資格に必要な科目のほかに養護教諭免許取得の申請に必要な科目の

すべて（「法と人権」「スポーツ科学と運動」「スポーツ理論」「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「情

報処理」「情報リテラシー」）を修得していなければならない。 

（栄養士の取得） 

第 20 条 栄養士の資格を取得しようとする者は、本学が別表１に定めた所定の科目につい

て、必要な単位を修得しなければならない。 

（管理栄養士国家試験受験資格の取得） 

第 21 条 管理栄養士の国家試験受験資格を取得しようとする者は、本学が別表２に定めた所

定の科目について、必要な単位を修得しなければならない。 

（栄養教諭一種免許状の取得） 

第 22 条 栄養教諭一種免許状の取得に関する規程は別に定める。 

（食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格の取得） 

第 23 条 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格を取得しようとする者は、学則の定

める栄養学科の卒業に必要な科目の単位を修得しなければならない。 

２ 前項に定める単位の中には「有機化学」の２単位を含まなければならない。 

（単位認定の時期） 

第 24 条 単位認定の時期は各開講学期末とする。したがって、単位認定の時期に在学してい

ない者の単位認定は行わない。 

２ 各学期途中で休学又は退学した場合は、その開講学期に履修登録したすべての科目を評

定不能の取扱いとする。 

（卒業の認定） 

第 25 条 学則第 42 条の規定に基づき、大学に４年以上在学し、所定の科目を履修し、看護

学科においては 129 単位以上、栄養学科においては 126 単位以上を修得した者については、

教授会を経て、学長が卒業を認定する。 

２ 学生の卒業時期は、学期末あるいは学年末とする。 

（補則） 
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第 26 条 この規程に定めるほか、履修に関して必要な事項は、教授会を経て学長が別に定め

る。 

（改廃） 

第 27 条 この規程の改廃は、教授会を経て学長が行う。 

附 則 

この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 26 年９月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 30 年 10 月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2019 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2019 年６月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2020 年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、2021 年４月１日から施行する。 

２ 2021 年３月 31 日以前に入学した学生の第３条第１項第２号、第９条第１項、同条第３

項、同条第４項、第 19 条、第 20 条及び第 24 条については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、2022 年４月１日から施行する。 

２ 2022 年３月 31 日以前に入学した学生については、なお従前の例による。 

附 則 

この規程は、2024 年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、2024 年７月１日から施行する。 

２ ただし、第 10 条（公欠の取扱い）及び第 11 条（公欠の事由及び期間等）については、

事由により教務委員会が判断し、2024 年４月１日から適用する。 


